
仕 様 書 

 

１. 件 名 

○○選挙にかかる自動車を使用した啓発業務委託 

 

２. 業務概要 

  本業務は、受注者が○○選挙において、本市が支給する素材を編集、広告宣伝車にラッピン

グを行い、指定する走行エリア内を運行、広報する業務である。 

 

３. 走行エリア 

大阪市内全域(詳細については、本見積時に別途提示する。) 

 

４. 期間および運行時間 

（１） 期間：告示日(月)～投票日(日) 21日間 

（２） 時間：午前 10時から午後７時まで 

ただし、悪天候等で走行が困難だと認められる場合には、本市担当者に連絡し中止の判 

断を仰ぐこと。 

 

５. 車の種別 

広告宣伝車(車体にラッピングを行うことのできる車両) 

大型トラック(いわゆるアメリカントラック) 

 

６. 台数 

１台 

 

７. 運転手 

１名以上 

 

８. ラッピングについて 

（１） 編集作業および版権 

画像等の素材は本市より提供するので、構成・文言入力、画像・文字の拡大縮小等の編

集を行い、車体ラッピング用のデータを作成すること。最終データについては、

illustrator等画像編集ソフトで確認することができるファイル形式で、本市にメールで

提出すること。なお、作成データ一式の版権については、本市に帰属するものとする。 

（２） 校正 

ラッピング用データについては、告示日の３日前までに本市担当者の校正を終えておく

こと。 

（３） 表示 

両側面及び背面を含む３面以上に行うこと。 

（４） 視認性 

電光パネルを使う等工夫を行い、夜間での視認性を高めること。 



９. 設 備 

啓発宣伝するための車両・燃料等を含めた啓発資材一式ラッピング 

 

10．啓発方法 

先に定めた啓発日時に、発注者の指定する区域に偏りが出ないよう巡回し、啓発を行うもの

とする。また、発注者が重点的に巡回する地域を指定した場合は、速やかに従うこと。 

 

11．注意事項 

（１） 他の車両の通行妨害とならないよう注意しつつ、ゆっくりとした速度で啓発作業を実

施すること。 

（２） 候補者や政党の宣伝カーと遭遇した際は、併走することのないようコースを変更する

こと。 

（３） 事故や住民とのトラブルが発生した際は、必ず発注者へ連絡すること。 

 

12．報  告 

日報(任意様式)により日々の運行状況を報告すること。日時・運転手名・走行ルートを必ず

記載すること。提出方法は、FAXまたはメールのどちらか。また、契約期間終了後に業務完了

報告書及びラッピングを行った車体写真（撮影日時を記載の上、４方向すべてより撮影した

もの）を別途提出すること 

 

13．再委託の禁止 

（１）本業務委託について、「主たる部分」とは、委託業務における総合的企画、業務遂行管

理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者はこれを再委託することはでき

ない。 

（２）受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再

委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

（３）受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発

注者の承諾を得なければならない。なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の

一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表

する。 

（４）発注者は、（３）の承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１以内

で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを

超えることがやむを得ないと発注者が認めたときは、この限りではない。 

（５）受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確

にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しな

ければならない。なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく

停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措

置を受けている者であってはならない。 

 

14．特記事項 

（１） 本仕様書に関する疑義については、事前に担当者まで確認すること。なお、契約締結後

の疑義については、すべて本市の解釈とする。 



（２） 本仕様書に明示されていない事象が生じた場合は、本市と協議のうえ定めることとする。

ただし、軽微なものについては、本市の指示に従うこと。 

（３） 職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例を遵守すること。 

（４） 大阪市暴力団排除条例を遵守すること。 

（５） 契約締結した者は、契約の履行に関して、本市の職員から違法又は不適正な要求を受け

たときは、その内容を記録し、直ちに大阪市行政委員会事務局総務課(連絡先：06‐

6208‐8571)に報告しなければならない。 

（６） 本業務委託に使用する一切の消耗品や機材、運搬費用等は、受注者の負担とする。 

（７） 受注者の故意または過失により、施設、その他物件への損害または第三者に損害を与え

た場合は、受注者は賠償の責を負わなければならない。また、損害賠償金などについて、

当事者間で紛争が生じた場合は、受注者が責任をもって解決を図るものとする。 

（８） 受注者は、道路運送法、道路運送車両法、自動車損害賠償保障法、貨物自動車運送事業

法、その他関係法規、諸規定を遵守し、本運搬業務に関する所轄官公庁への諸届並びに

手続きを全て負担するものとする。 

（９） 契約締結した者は、契約の履行に関して、本市の職員から違法又は不適正な要求を受け

たときは、その内容を記録し、直ちに大阪市行政委員会事務局総務課(連絡先：06‐

6208‐8571)に報告しなければならない。 



車両使用に係る特記仕様書 

 

本契約に基づき輸送を行う際に使用する自動車は車種規制非適合車以外の自動車でなけ

ればならない。 

「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地

域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx・PM法）」に定める窒素酸化物

排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車をいう。 

 

 

車両使用に関する問合せ 

大阪市環境局環境管理部環境管理課 

 自動車排ガス対策グループ 

電話：０６－６６１５－７９６５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暴力団等の排除に関する特記仕様書 

１ 暴力団等の排除について     

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、 

  大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号。以下「条例」という。）第 2条第 2 

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3号に規定する暴力団密接 

関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・ 

原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 受注者は、条例第 7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴 

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入 

契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる 

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ 

せなければならない。  

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら 

れる者から条例第 9条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、 

速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担 

当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければ 

ならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者 

から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告すると 

ともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかった 

と認めるときは、条例第 12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停

止措置を行うことがある。 

(5) 受注者は第 3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に 

  協力しなければならない。 

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの 

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行 

日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じること 

とする。 

 

２ 誓約書の提出について 

    受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明 

した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこ 

の限りでない。 
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